
■ 敷地内禁煙｜屋外に喫煙場所設置可 

▦ 学校・医療機関・児童福祉施設・行政機関・バス・タクシー・航空機 等 
※ただし、幼稚園、保育所、小・中・高校は 
 屋外にも喫煙場所の設置を不可とします。 

■ 屋内禁煙｜禁煙または喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室設置 

▦ 多数の者が利用する施設等 
  老人福祉施設、運動施設、ホテル、事務所、 
  船舶、鉄道、従業員のいる飲食店 

※従業員のいない飲食店は、事業者が屋内禁煙か 
 喫煙を選択します。 

 条例の対象施設のポイント 
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  施設類型（概要） 

第
一
種
施
設
他 

施設の類型 都条例 

小学校、中学校、高等学校 敷地内禁煙 
（屋外に喫煙場所設置不可） 保育所、幼稚園 

大学 

敷地内禁煙 
（屋外に喫煙場所設置可） 

医療機関 

児童福祉施設 

行政機関 

バス、タクシー、航空機 

第
二
種
施
設
他 

上記以外の多数の者が利用する
施設等 
例）老人福祉施設、運動施設、
ホテル、事務所、船舶、鉄道  

原則屋内禁煙 
（喫煙専用室内でのみ喫煙可） 

飲食店 

従業員を使用していない場合は、禁煙・喫煙を選択することが
できる。（＝都指定特定飲食提供施設） 
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■ 特定施設：第一種施設、第二種施設及び喫煙目的施設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 特定屋外喫煙場所：施設の管理権原者によって区画された規則で定める受動喫煙防止のための 
           必要な措置が取られた屋外の場所（第一種施設のみ） 

 施設類型（詳細） 


